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建 設 委 員 会 報 告 資 料 

令和２年３月１２日 

件   名 用途地域等の一括変更について 

所管部課名 都市建設部都市計画課 

内   容 

東京都から用途地域等の一括変更に関する原案の作成依頼を受けたの

で、以下のとおり報告する。 

１ 用途地域等の変更の背景 

（１）平成１６年の用途地域等の見直し以降、道路整備による地形地物の

変化により、用途地域等の指定状況と現況との不整合がみられる。 

（２）令和元年１０月改定の「用途地域等に関する指定方針及び指定基準」

に基づく用途地域等の変更により、新たな取り組みに対応する。 

（３）用途地域等の計画図について、地理情報システムの活用が可能とな

るよう、ＧＩＳデータとして作成する。 

２ 用途地域等の一括変更の概要（別紙参照 Ｐ３） 

今回の用途地域変更は、都市計画道路の整備中の箇所等に限られる。 

変更対象 区内想定地区 

ア 用途地域の境界の基準としていた地形地物が

変更した地区 

9地区 

イ 事業中又は整備が完了した都市計画道路等の

沿道地区 

7地区 

ウ 都市計画を伴わずに土地利用が転換した地区 3地区 

３ 用途地域等の変更スケジュール 

年 月 内 容 

令和2年 1月29日 用途地域等の変更原案の作成依頼（都→区） 

 4月～  〃  原案作成業務（区） 

令和3年  5月頃  〃  原案住民説明会（区） 

 9月  〃  原案提出（区→都） 

10月～ 都市計画変更手続き（都） 

令和4年 11月頃 都市計画決定告示（都） 

問 題 点 

今後の方針 

庁内連携して確実に用途地域等の見直し作業を進め、現況との不整合を

解消する。 
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建 設 委 員 会 報 告 資 料 

令和２年３月１２日 

件   名 
足立区違反広告物対策ガイドライン及び足立区違反広告物処分等委員会設

置要綱の制定について 

所管部課名 道路整備室道路管理課 

内   容 

足立区違反広告物対策ガイドライン及び足立区違反広告物処分等委員会

設置要綱を制定したので、以下のとおり報告する。 

 

１ 制定の目的 

  道路上に違反広告物を掲出している悪質な表示者等に対して行政処分

（過料）、措置命令を行うための必要事項を定め、厳格に取り締まりを

行っていく。これにより、ビューティフル・ウィンドウズ運動を推進し、

美しいまちづくりを目指すことを目的とする。 

 

２ 主な内容 

（１）足立区違反広告物対策ガイドライン（別添資料１） 

ア ガイドラインの対象となる違反広告物 
イ 措置命令までの流れ 

（２）足立区違反広告物処分等委員会設置要綱（別紙参照 Ｐ５～６） 

  ア 過料処分及び措置命令を厳正かつ公正に行うための審査 

 

３ 施行年月日 

  令和２年４月１日 

問 題 点 

今後の方針 

あだち広報及び区ホームページで周知する。 

違反広告物対策により、美しい景観形成を推進し、東京2020オリンピッ

ク・パラリンピックの機運を更に高めていく。 
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足立区違反広告物処分等委員会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号)、東京都屋外広告物条例

（昭和２４年東京都条例第１００号）、東京都屋外広告物条例施行規則（昭和３２年東京

都規則第１２３号）、屋外広告物法第７条第４項等の運用に関するガイドライン（１７都

市建市第２３１号）東京都屋外広告物条例第７１条第一号の運用に関するガイドライン

（１７都市建市第２４６号）、屋外広告物等に係る行政処分要綱（１７都市建市第２５２

号）、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例（平成１１年東京都条例第 

１０６号）第２条の表１３の項に掲げる事務及び特別区における東京都の事務処理の特例

に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則（平成１２年東京都規

則第１５２号）第２条の表３の項に掲げる事務に基づいて行う過料処分及び措置命令を厳

正かつ公正に行うため、足立区違反広告物処分等委員会（以下「委員会」という。）を設

置し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 （所掌事項） 
第２条 委員会は、過料処分及び措置命令の可否、内容及びその他これに関する事項につい

て審査する。 
 （組織） 
第３条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。 
 （１） 委員長 道路整備室長 
 （２） 副委員長 道路管理課長 
 （３） 委員 犯罪抑止担当課長 
 （４） 委員 地域調整課長 
 （５） 委員 開発指導課長 
（委員長の職務及び代理） 

第４条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
２ 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。 
 （招集） 
第５条 委員会は、委員長が必要と認めるときは、これを招集する。 
２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴く

ことができる。 
３ 委員は、委員長に委員会を開催するよう求めることができる。 
 （定足数及び表決） 
第６条 委員会は、委員長を除いた委員のうち、その過半数の出席がなければ会議を開くこ

とができない。 
２ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところ

による。 

別紙 
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 （庶務） 
第７条 委員会の庶務は、都市建設部道路整備室長付道路管理課占用係において処理する。 
 （その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、道路整備室長が

別に定める。 
   付 則（３１足都道発第６６７１号 令和２年２月２１日 区長決定） 
 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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建 設 委 員 会 報 告 資 料 

令和２年３月１２日 

件   名 花畑川環境整備事業地元説明会の開催結果について 

所管部課名 道路整備室工事課 

内   容 

花畑川環境整備事業について、第５回地元説明会の開催を延期したため、

以下のとおり報告する。 

 

１ 第５回地元説明会の延期 

令和２年２月２８日（金）午後７時から開催を予定していたが、新型

コロナウイルスの感染拡大防止のため、開催を延期とした。 

 

２ 説明内容（別紙参照 Ｐ８～１４） 

（１）前回の主な説明内容とご意見について（Ｐ８参照） 

（２）雪見橋～富士見歩道橋間整備図（Ｐ８参照） 

（３）完成予想図（Ｐ９～１０参照） 

（４）富士見歩道橋の架替えについて(車道橋の場合）(Ｐ１１参照） 

（５）富士見歩道橋の架替えについて(歩道橋の場合）(Ｐ１２参照） 

（６）ヒートアイランド現象について（Ｐ１３参照） 

（７）みどり率について（Ｐ１３参照） 

（８）雨水の貯留について（Ｐ１４参照） 

（９）今後の整備スケジュールについて（Ｐ１４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 題 点 

今後の方針 

新型コロナウイルス感染症対策の状況により、延期した地元説明会の開

催日程等を検討する。 
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建 設 委 員 会 報 告 資 料 

令和２年３月１２日 

件   名 
補助第２５６号線整備事業用地買収交渉等業務委託の事業者選定結果につ

いて 

所管部課名 道路整備室街路橋りょう課 

内   容 

補助第２５６号線（花畑大橋通り）整備事業用地買収交渉等業務委託に

ついて、プロポーザル方式により事業者を決定したので、以下のとおり報

告する。 

 

１ 委託事業者 

  株式会社ＮＩＳＳＯ 

  千代田区神田佐久間町一丁目２５番地  

 

２ 委託期間 

令和２年３月下旬～令和７年３月３１日 

 

３ 委託内容 

  補助第２５６号線（花畑大橋通り）整備事業用地（中央本町三丁目 

１１番から青井六丁目２５番先）を取得するため、損失の補償に関する

物件調査、補償金算定、用地買収交渉 

 

４ 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

補
助
第
２
５
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号
線 
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花
畑
大
橋
通
り
） 

足立 
区役所 

文 
栗島中 

文 
青井高 

延長 

８４０ｍ 

環七通り 

補助第138号線(環七南通り)

国
道
４
号
線 

四家交差点 

文 
足立高 
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中央本町三丁目 

青井六丁目 
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５ 提案見積金額 

  ３９４，２０７，２０６円（税込） 

 

６ 選定結果（別紙参照 Ｐ１７） 

順位 提案者 点数 得点率 

1位   株式会社ＮＩＳＳＯ ８４３点 ８６％ 

2位 第二位得点者 ８１８点 ８３％ 

3位 第三位得点者 ７００点 ７１％ 

※１人１４０点満点７人により９８０点満点 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 題 点 

今後の方針 

委託内容の詳細等について、提案書及び委員会での意見を踏まえ、事業

用地の取得を適切にすすめていく。 
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別　紙 

提案書提出者の選定結果（第一次選考）
令和元年１１月２０日

105 105 105

70 70 70

100 140 104

140 40 140

140 52 140

63 87 96

618 494 655

― ― ―

618 494 655

提案書特定の選定結果（第二次選考）
令和２年１月３１日

58 66 50
業務計画の妥当性 87 78 72

具体的な提案の妥当性 155 145 125
トラブルや相談の対応 75 87 72

90 84 87

62 48 64

50 70 66

70 56 42
説得力 68 60 44
協調性

コミュニケーション能力 64 62 46
資料が分かりやすい 64 62 32

843 818 700

― ― ―

843 818 700
980

応募者

4

用地取得能力の優良性

業務実施体制

区内事業者

経費の妥当性

合計

計

第二位得点者

業務の理解度

6

3

評価項目

補助第256号線整備事業用地買収交渉等業務委託　採点表

2

4 事業者方針

第三位得点者

1

株式会社
ＮＩＳＳＯ

8

特
定
テ
ー
マ
に

対
す
る
提
案

合計 700

個人情報の取扱い

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン

応募者

株式会社
ＮＩＳＳＯ

1 経営状況

2

3

第三位得点者
評価項目

第二位得点者

業務執行技術力
（企業体制）

労働環境

業務執行技術力過去の実績
（区分所有）

計

5 区内事業者

7

業務執行技術力過去の実績
（公共用地取得）

5

（93％）（88％） （70％）

（86％） （83％） （71％）

17



建 設 委 員 会 報 告 資 料 

令和２年３月１２日 

件 名 佐野六木土地区画整理事業のスケジュールについて 

所管部課名 道路整備室街路橋りょう課 

内 容 

佐野六木土地区画整理事業のスケジュールについて、以下のとおり報告

する。 

 

１ 事業の概要 

（１）施 行 面 積  約２４.８ha 

（２）施 行 区 域  佐野一丁目の一部及び六木二丁目の一部 

（３）土地権利者数  ９２５名（うち借地権者７名） 

（４）事 業 期 間  平成９年（１９９７年）４月 １日から  

令和９年（２０２７年）３月３１日まで 

（５）事 業 費  約３１０億円 

   ※仮換地指定率及び仮換地引渡率は１００％ 

  

２ 施行箇所図（別紙１参照 Ｐ１９） 

 

３ 事業の流れ（別紙２参照 Ｐ２０） 

 

４ 今後の予定 

年  月 内    容 

令和2年 5月 換地計画※1の縦覧 

    10月 換地計画認可 

令和3年 2月 換地処分※2公告 

令和3年 6月 清算金徴収交付事務手続き開始 

   

※1 換地計画：区画整理前後の宅地や公共用地の地積・形状等の 

土地情報や清算金の金額を定めたもの 

  ※2 換地処分：換地計画で定められた新しい土地の地番・地積等の 

権利の内容及び清算金の金額を正式に決定するもの 
 
 

問 題 点 

今後の方針 

引き続き関係各課と連携し公園等の整備を行うとともに、令和３年度か

ら清算金徴収交付事務に着手する。 
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施行箇所図 
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以降施行予定） 

六木二丁目 

佐野一丁目 

施行済 

施行済 

中川緑地整備 

（令和２年度施行予定） 

別紙１ 
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佐野六木土地区画整理事業の流れ
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建 設 委 員 会 報 告 資 料 

令和２年３月１２日 

件   名 足立東部地域平野・東六月町地区地区計画の変更について 

所管部課名 

市街地整備室まちづくり課 中部地区まちづくり担当課 

都市建設部都市計画課 

みどりと公園推進室みどり推進課 

内   容 

地区計画公園の廃止及び都市計画公園の新設の都市計画変更を行うため、

以下のとおり報告する。 

１ 目的 

都の補助金制度の活用と併せて公園整備事業の促進を図るため、地区

計画で定めている公園１号及び３号について、地区計画公園から都市計

画公園に変更するために、都市計画変更手続きを行う。 

２ 都市計画変更の概要 

廃止する 

地区計画公園名 

新設する 

都市計画公園名 
所在 面積 

公園１号 東六月町第二公園 東六月町8番 約1,500㎡ 

公園３号 平野三丁目公園 平野三丁目4番 約1,400㎡ 

３ 都市計画変更の内容周知について 

（１）対応方法 まちづくりニュース（別紙参照 Ｐ２３～２５）を配布

し、都市計画案を周知している。 

（２）配 布 日 令和２年３月５日（木）から 

（３）配布範囲 当該地区計画区域全域（別紙参照 Ｐ２４） 

（４）配布枚数 約３,６００枚 

（５）配布方法 ポスティングによる各戸配布 

４ 今後の予定 

（１）都市計画変更スケジュール案 

年  月 内   容 

令和2年3月23日 都市計画法第16条に基づく都市計画案の 

公告・縦覧 

令和2年4月27日 都市計画法第19条に基づく東京都知事協議 

令和2年6月5日 都市計画法第17条に基づく都市計画案の 

公告・縦覧 

令和2年7月 第67回足立区都市計画審議会（審議） 

都市計画変更決定・告示 
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（２）公園整備スケジュール案 

年  度 内   容 

令和2年度 平野三丁目公園用地取得 

令和3年度 平野三丁目公園整備 

東六月町第二公園用地取得 

令和4年度 東六月町第二公園整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 題 点 

今後の方針 
引き続き都市計画変更の決定に向け、鋭意進めていく。 
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建 設 委 員 会 報 告 資 料 

令和２年３月１２日 

件   名 興野周辺地区まちづくりの取組み状況について 

所管部課名 市街地整備室まちづくり課 道路整備室街路橋りょう課 

内   容 

興野周辺地区まちづくりの取組み状況について、以下のとおり報告する。 

 

１ 興野周辺地区まちづくりアンケートの集計結果（速報値）について 

（１）対象者 地区内に土地・建物を所有している方、 

及び居住している方 

（２）配布数 ４,２９２部 

（３）アンケート実施方法 

対 象 者 実 施 方 法 

地区内居住者 ポスティングによる各戸配布 郵送回収 

（返信用封筒同封） 地区外居住者 郵送配布 

（４）アンケート実施日 

   ポスティングによる各戸配布及び郵送配布 

令和元年１２月１７日（火）から 

   郵送回収  令和２年 １月２４日（金）まで（消印有効） 

（５）回答総数  ５３０部（回答率 １２.３％） 

（６）集計結果  別紙参照 Ｐ２８～３０ （速報値） 

（７）主な自由意見 

・ 安全で安心なまちづくりのために、道路拡幅計画を確実に進めて 

  ほしい。 

・ 防災・防犯に強いまちづくりを希望する。 

・ 都市計画道路補助第１３８号線の早期整備をお願いしたい。 

・ 公園が少ない。一部には農地が残るが減少している。 

・ ＪＫＫ興野町住宅建替えによる創出用地での広場や公園化などを 

  お願いしたい。 

  ・ 若い世代がより良い生活や子育てがしやすい環境にしてほしい。 

（８）今後の予定 

年  月 内   容 

令和2年 4月 まちづくりニュースの発行 
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２ 都市計画道路補助第１３８号線（環七南通り）現況測量の実施につい

て 

（１）周知方法 

実 施 方 法 配布時期 配布世帯 

ポスティングによる各戸配布 4月下旬（予定） 約700世帯 

  ※当初、４月下旬に説明会を予定していたが、新型コロナウイルス 

感染拡大防止のため、中止とした。 

（２）委託業者  山野辺測量株式会社 

（３）委託期間  令和２年１月１５日～令和３年２月２６日 

 

 

参考 これまでの経緯 

 

平成２９年１２月 第１回まちづくり協議会 

平成３０年 ２月 まちづくりニュース 創刊号発行 

平成３０年 ３月 第２回まちづくり協議会 

まち歩き、意見交換会 

平成３０年 ５月 まちづくりニュース 第２号発行 

平成３０年 ５月 第３回まちづくり協議会 

地区の課題整理、方針の検討 

 

平成３０年 ７月 第４回まちづくり協議会 

地区まちづくり計画の検討 

平成３０年 ９月 地区まちづくり計画地元説明会 

平成３０年 ９月 地区まちづくり計画策定 

平成３０年１０月 第５回まちづくり協議会 

地区計画の検討 

平成３０年１１月 地区計画（原案）説明会 

平成３１年 ３月 興野周辺地区地区計画決定 

平成３１年 ３月 まちづくりニュース 第３号発行 

令和 元年 ９月 第６回まちづくり協議会 

          規約の変更について 

令和 元年１２月 第７回まちづくり協議会 

          まちづくりアンケートの確認 

令和 元年１２月 まちづくりアンケートの実施 

 
 

問 題 点 

今後の方針 

引き続き地区全体の地区整備計画策定に向け、周辺住民の意見を聞き丁

寧に進めていく。 
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興野周辺地区まちづくりアンケート結果（速報値） 

１ アンケート概要 

目 的：まちづくりの具体的な方針を検討す

るため 

対 象：興野周辺地区にお住まいの方 

     地区内に土地・建物を所有している方 

期 間：令和元年１２月～令和２年1月 

配布数：４，２９２通 

回答数：５３０通 

回答率：１２．３％ 

 

２ アンケート回答者の属性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別 紙 

：興野周辺地区 
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３ 地区毎の、今後取り組んでほしい、必要だと思うこと 

・住宅地区 

  道路が狭く低層住宅が密集しているため、防災性の

向上を目指すほか、生産緑地や農地の保全を図ります。 

 

・都市計画道路沿道地区 

延焼遮断帯として都市計画道路整備を進め、防災性

の向上を図ります。 

 

・商業沿道地区 

  商店街の賑わいや活力の維持を図ります。 

 

・興野町住宅地区 

  建て替えに伴い創出される用地や既存住宅を活用し

て、幅広い世代が暮らせる地区づくりを目指します。 

 

      

※表の数値は各選択肢の回答数（母数530通） 

複数回答 

補助第１３８号線 

興野町住宅 

補
助
第
２
５
３
号
線 
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４ 地区で優先的に整備が必要と思われる道路について 

 

※母数530通 複数回答 

 

５ 守りたい・増やしたい「みどり」について 

 

※母数530通 複数回答 

 

６ 防災性向上に必要な取り組みについて 

 
                  ※母数530通 複数回答 
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建 設 委 員 会 報 告 資 料 

令和２年３月１２日 

件   名 第９地区新田まちづくり連絡会（第６０回）の開催結果について 

所管部課名 

市街地整備室まちづくり課 道路整備室街路橋りょう課 

高齢者施策推進室介護保険課 学校運営部学校施設課 

みどりと公園推進室みどり推進課 建築室区営住宅更新担当課 

内   容 

第９地区新田まちづくり連絡会（第６０回）の開催結果について、以下の

とおり報告する。 

１ 開催日時 令和２年２月４日（火）午後６時３０分～午後８時 

 

２ 場  所 新田地域学習センター２階 第１学習室 

 

３ 参 加 者 地元町会自治会等 ９名 

 

４ 内  容 

（１）新田まちづくり連絡会会則の変更について 

（２）新田橋架替え整備事業について 

（３）新田学園新校庭について 

（４）旧新田中学校跡地の特別養護老人ホーム整備について 

（５）新東京都民ゴルフ場について 

（６）区営住宅の建替えについて 

（７）まちづくりニュースについて（別紙参照 Ｐ３２～３５） 

 

５ 主な質疑 

 Ｑ１：新田橋の工事期間が令和１３年までと長いので、工期を短くして 

    ほしい。 

 Ａ１：北区と調整し、工期短縮に努める。 

 Ｑ２：新田三丁目区営住宅内のプチテラスは、建替え工事中であっても 

    使えるように施工してほしい。 

 Ａ２：令和２年度に作成する基本設計の中で検討する。 

 

６ 今後の予定 

年  月 内   容 

令和 2年 3 月 まちづくりニュース（№38）の配布 
 

問 題 点 

今後の方針 

今後も、まちづくり連絡会を通じて情報発信し、地域の意見をまちづくり

に反映させていく。 
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03-3880-5922

03-3880-5620
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03-3880-5727
03-3880-5621

3

1
268

2
154
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03-3880-5898
03-3880-5620
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建 設 委 員 会 報 告 資 料 

令和２年３月１２日 

件   名 不燃化促進事業の今後の取組み予定について 

所管部課名 市街地整備室密集地域整備課 

内   容 

不燃化促進事業、補助第１３６号線扇・本木地区（既存事業、別紙参照）

の延伸及び補助第２６１号線竹の塚西地区（別紙参照 Ｐ３８）の新規導

入を予定しているので、以下のとおり報告する。 

 

１ 補助第１３６号線事業概要について（延伸） 

（１）事業区域 

補助第１３６号線（補助第１００号線から放射第１１号線まで） 

沿道３０ｍ、（８.１ha） 

（２）これまでの事業期間 

平成１７年３月３日より事業導入し、令和２年３月３１日で終了予

定 

（３）これまでの事業実績 

・ 除却助成     １１棟 

・ 不燃化建替え助成 ２４棟 

（４）不燃化率 

５８.１％（平成３０年度末） 

（５）事業延伸理由について 

ア 不燃化率が東京都で定める目標値（６０％）に達していないため。 

イ 補助第１３６号線の整備が完了していないため。 

（６）事業延伸期間 

令和６年度まで（５年延伸） 

（７）今後の予定 

年   月 内   容 

令和2年3月 東京都承認（期間延伸） 

 

２ 補助第２６１号線事業概要について（新規） 

（１）導入区域 

補助第２６１号線（東武スカイツリーラインから赤山街道まで） 

沿道３０ｍ、（１.５ha） 

（２）事業期間 

令和２年度から１０年間 
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（３）事業目的 

延焼遮断帯の形成による延焼火災の防止及び安全な避難路の確保等 

（４）助成内容 

耐火建築物等の新築工事費及び老朽建築物の除却費の各一部 

（５）補助第２６１号線及び沿道の現況について 

ア 足立区都市計画マスタープラン上、延焼遮断帯を形成すべき路線 

として位置づけ 

イ 区域内不燃化率：約２９.４％（平成３０年度末） 

ウ 街路整備事業期間：令和２年度～令和１１年度 

（６）今後の予定 

年   月 内   容 

令和2年3月 東京都承認 

令和2年4月 事業実施 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 題 点 

今後の方針 
東京都と連携を密にして、来年度確実に事業実施する。 
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補助第２６１号線竹の塚西地区 位置図 

別 紙 

 

補助第１３６号線扇・本木地区 位置図 

荒川 

補助第 136号線沿道 30ｍ以内 
（扇一丁目、扇三丁目、本木北町、本木東町、本木南町、

本木一丁目、本木二丁目） 

補助第 136号線 

赤
山
街
道 

東
武
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ラ
イ
ン 

 

竹ノ塚駅 補助第 261号線 

補助第 261号線沿道 30ｍ以内 
（伊興本町一丁目、西竹の塚二丁目） 

放
射
第 

号
線 

11 

補
助
第   

号
線 

100 
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建 設 委 員 会 報 告 資 料 

令和２年３月１２日 

件   名 新田地域における区営住宅建替え基本計画の決定について 

所管部課名 建築室住宅課 区営住宅更新担当課 

内   容 

新田地域における区営住宅の集約建替え基本計画を決定したので、以下の

とおり報告する。 

 

１ 基本計画（案）からの変更点 

水害対策による垂直避難のため、４階の３ＤＫ及び２ＤＫの各１室を 

集会室にした※ことにより、住戸数が５４戸から５２戸に変更となった。 

※国土交通省の地点別浸水シミュレーション検索システムによると、 

当敷地は荒川が氾濫した場合、最大浸水深が５．８５ｍ（おおむね 

２階の天井）となっている。 

 

２ 基本計画の概要 

（１）敷地 

ア 新田三丁目アパート敷地を集約建替え建設敷地とする。 

イ 敷地北側にある広場（旧新田三丁目プチテラス、400㎡）を含め、

敷地面積は2,200㎡とするが、広場は今までと同様の使い方ができる

ようにする。 

【集約建替え建設敷地】 

新田三丁目アパート 

敷地面積：2,200㎡ 

管理戸数：20戸 

※新田二丁目アパートと新田三丁目アパートを集約し、新田三丁目アパートに建設する。 

新田二丁目アパート 

敷地面積：4,900㎡ 

管理戸数：38戸 

N 
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（２）住棟配置 

敷地が南北に長いため、日影規制を遵守しつつ、必要住戸の確保及び

駐輪場等の施設を配置するために、住棟は東側道路に対して平行に配置

する。 

（３）構造・階数 

住棟は鉄筋コンクリート造、６階建てとする。 

（４）住戸 

戻り入居の世帯人員構成を考慮した住戸配分とする。 

 1DK 2DK 3DK 合計 

戸数 18戸 23戸 11戸 52戸※ 

※今回の集約建替えにより６戸減となるが、第1期集約建替え（中央

本町四丁目アパート）で３１戸増やしているため、総管理戸数は 

６２８戸となり、建替え事業前の６０３戸を上回る（今後の集約建

替えでも戸数を調整し、建替え事業完了時には６０３戸とする）。 

 

３ 今後の予定 

年 月 内 容 

令和2年3月中旬 居住者へ基本計画の報告（各戸配付） 

令和2～3年度 新田三丁目アパート解体・新築工事設計 

令和3年度 新田三丁目アパート解体工事 

令和4～5年度 (仮称)新田三丁目アパート新築工事 

令和6年4月以降 本移転、戻り入居 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 題 点 

今後の方針 

居住者情報交換会の開催や集約建替えニュースの発行等、居住者等への 

丁寧な対応を継続していく。 
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建 設 会 員 会 報 告 資 料 

令和２年３月１２日 

件   名 都営谷在家アパート建替えに伴う建替まちづくり構想（案）について 

所管部課名 建築室住宅課 区営住宅更新担当課 

内   容 

都営谷在家アパート建替えに伴う建替まちづくり構想（案）（以下「建

替まちづくり構想（案）」という。）がまとまったので報告する。 

 

１ 建替まちづくり構想（案）について（別添資料２) 

（１）建替えにより実現すべきこと 

  ア 安全・安心で快適に暮らせるまちの実現 

  イ うるおいのある緑豊かなまちの実現 

  ウ 周辺環境と調和のとれた心地よい住環境のまちの実現 

（２）まちづくりの目標 

   良好な住環境を形成し、安全・安心で快適に暮らせるまち 

 

２ 近隣住民等への周知 

次のとおり建替まちづくり構想（案）を周知し、意見等を募る。 

① 近隣町会での回覧 

② 谷在家アパート周辺に配布 

  なお、谷在家アパート居住者に対しては、東京都が周知、意見聴取を

行う。 

 

３ 今後の予定 

年 月 内  容 

令和2年3月 建替まちづくり構想（案）の周知・意見聴取 

4月  建替まちづくり構想策定 

4月～ 地区計画の検討 

秋頃  地区計画原案説明会 

冬頃 足立区都市計画審議会で審議 

令和4年度頃 建替事業着手 
 

問 題 点 

今後の方針 

意見や要望等を踏まえて建替まちづくり構想を策定するとともに、都市

計画手続きの準備を行う。 
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建 設 委 員 会 報 告 資 料 

令和２年３月１２日 

件   名 空き家対策の取組み状況について 

所管部課名 建築室住宅課 広報室シティプロモーション課 

内   容 

今年度の北千住駅東口エリアの空き家対策の取組み状況と次年度以降の

取組み内容について、以下のとおり報告する。 

 

１ 経緯 

年 月 日 内 容 

平成29年度・ 

平成30年度実績 

コアミーティング（※）  15回 

空き家利活用イベント   19回 

利活用に向けた交渉人数  14名 

令和元年度実績 コアミーティング 10回実施 

イベント実施の打合せや空き家利活用進捗の確認 

8月 3日 

 

第1回空き家利活用イベント 

トークイベント及び空き家無料相談会の実施  

10月14日 第2回空き家利活用イベント（台風対応のため中止） 

11月23日 第3回空き家利活用イベント 

まち巡り及びトークイベントの実施 

令和2年 

1月25日 

第4回空き家利活用イベント （空き家まちフェス） 

トークイベント、ワークショップ、マルシェの実施 

※ コアミーティング 

千住に思い入れのある不動産業、メディア活動、ママ友グループ、

税理士事務所などを営む方々が集まり、プラットフォーム活動の核と

なって企画内容を協議する場。 

 

２ 空き家の利活用物件状況 

（１）利活用案件７件 

   ・ 住居兼劇場（築９０年程度の元駄菓子屋を改修） 

・ 食堂（食育に関するイベントも開催している） 

・ カフェ、事務所（文房具店を改修） 

・ 住居（ＤＩＹ賃貸として自らの手で改修） 

・ 住居兼アトリエ（築５０年程度の元工場を改修）  

・ 美術館（元長屋をアーティストの展示スペースとして活用） 

   ・ 住居兼工房（ＤＩＹ工房としての活用） 
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（２）利活用準備中案件２件 

・ 利用希望者より活用方法の提案募集中（アイデア募集物件） 

・ 所有者から相談があり活用方法を検討中 

 

３ 第４回空き家利活用イベント（空き家まちフェス）開催結果について 

（１）日時 令和２年１月２５日（土曜日）午前１１時～午後４時 

（２）場所 BUoY（千住仲町49-11） 

（３）内容 

  ア トークセッション 

    空き家利活用の事例紹介や千住大橋の家で行っているアイデア募

集物件の公開プレゼンを開催 

  イ ツアー・ワークショップ 

    ダンボールを使った子供向けの家づくりや周辺のまちをめぐる路

地巡りツアーの実施 

  ウ マルシェ 

    空き家を活用している飲食店や雑貨店、まちを知る展示などさま

ざまなブースが出店 

（４）イベント結果 

ア 参加者 ２５２名  

  イ イベント状況 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   展示の様子            出店の様子 

 

 

 

 

 

 
 
     出店の様子          トークイベントの様子 
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（５）参加者の主な意見、アンケート結果 

・ 面白い場づくりができていると思えた。 

   ・ 子供から大人まで幅広い世代の集まるいいイベントだと思う。 

   ・ 北千住の町は住みやすそうだと前から思っており、いろいろな

情報が得られてよかった。 

   ・ 普段はこの会場に地元の方がいらっしゃるケースはまだ少ない

ので、地元の家族がたくさん参加できるイベントはありがたい。 

 

４ 令和２年度以降の取組みについて 

  北千住駅東口エリアでのモデル事業を受け、明らかになった課題をも

とに令和２年度以降、以下の取組みを行う。 

（１）これまでの取組みにおける課題 

   ・ 利活用につながる物件情報の不足 

   ・ 地域の特性に合わせた空き家対策の全区展開 

（２）取組み内容 

  ア 適正管理の指導 

    引き続き苦情や近隣からの相談案件に対し適正管理に向けた指導

を行い、状況に応じて下記イの相談会を案内し課題解決につなげる。 

  イ 区内全域へ出張し無料相談会の開催 

・ 区内１７地区に区域を分け、各地区２回の開催を予定。 

・ 様々な相談を受け付けるため、宅地建物取引士、建築士、 

行政書士等の各種専門家による相談受付を行う。 

・ 曜日、時間帯を変えて開催することで、相談しやすい体制を 

  整える。 

  ウ プラットフォームの自立運営 

    モデル事業で形成されたプラットフォームの自立運営を支援して

いく。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 題 点 

今後の方針 
 モデル地区での活動を活かし、次年度以降の空き家対策を進めていく。 
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